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各種施策の展開方向に対応した調査項目の設定

⾷料・農業・農村基本計画
（令和２年３⽉31⽇ 閣議決定）より抜粋



- ２ -

農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン改訂（令和４年６⽉21⽇）より抜粋



- ３ -

統計委員会からの指摘事項

○ 統計委員会の答申（諮問第114号の答申（平成30年８月28日）） ～抜粋～

（略）

３ 今後の課題

近年、農林業における施策が大きく変更されており、その動きが加速されている。このため、本調査にお
いても、施策の動向に合わせて必要な情報が提供可能となるよう、適時適切に調査計画の見直しを行うとと
もに、以下の課題について検討する必要がある。

（１）客体候補名簿の位置付けの検討

本調査の実施に当たっては、統計調査員が、調査対象とする農林業経営体に該当するか否か判別する
ために必要な確認項目等を設けた客体候補名簿を用いて、面接聞き取りにより判定を行っているが、そ
の把握された情報については、調査票情報と同様に集計・公表されており、調査対象外となる自給的農
家や土地持ち非農家の数などの有用なデータを提供するものとなっている。

このように、客体候補名簿により有用な情報が収集されていることから、報告者の負担や秘密保護に
も留意しつつ、その情報の有効活用や調査計画上の位置付けの明確化について検討する必要がある。

なお、今回調査の客体候補名簿においては、本調査の対象にならない自給的農家や土地持ち非農家が
所有する田・畑・樹園地の耕地面積のうち、貸している耕地面積を把握する項目を削除することとして
いるが、担い手となる農業経営体への農地の貸し手として重要な意義を持つ階層であり、農地の集積・
集約化の促進等を検討する上で重要な情報となるものであることから、把握を継続する必要がある。

また、前回調査における客体候補名簿と農林業経営体調査票を一体型とする仕様について、調査員に
よる誤配布や報告者の誤解を回避するため、分離した仕様とする必要がある。

①

②

③



【対応方向】

客体候補名簿は、母集団名簿に位置付けられているものであり調査票ではないことから、これ
まで集計事項一覧には記載していなかったが、客体候補名簿から得られる情報に基づく集計結果
は広く利用されている状況を踏まえ、2025年農林業センサスの調査計画においては、客体候補名
簿を利用した統計表についても集計事項一覧に記載した上で集計を行う方向で総務省と調整する。

（２）農林業経営体調査票の分割の検討

現行の農林業経営体調査票は、個人経営体と団体経営体を同一の調査票により調査することとしてい
るため、報告者にとっては、調査票の内容が煩雑となり、実際の報告すべき事項数よりも多く感じられ
ることなどにより、本調査に対する負担感がより大きくなる要因にもなるものと考えられる。

このため、調査実施上の支障等を考慮しつつ、農林業経営体調査票について、個人経営体と団体経営
体で調査票を分割することについて検討する必要がある。

当初、自給的農家や土地持ち非農家が所有する田・畑・樹園地の耕地面積のうち、貸している
耕地面積を把握する項目については取りやめを計画していたが継続して把握している。

② 自給的農家や土地持ち非農家が貸している耕地面積の把握について（前回対応済み）

⇒ 2020年農林業センサスにおいても把握を継続

調査員による誤配布や報告者の誤解を回避するため、客体候補名簿と農林業経営体調査票は分
離して調査を実施した。

③ 客体候補名簿と農林業経営体調査票の一体型仕様について（前回対応済み）

⇒ 2020年農林業センサスにおいて分離した仕様で調査を実施

① 客体候補名簿の位置付けについて（次回対応予定）

⇒ 調査計画の集計事項一覧に記載する方向で総務省と調整
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農村地域の高齢化等が急速に進展し、これに対応して地域の農業の担い手が経営継承や規模拡大と
いった課題に対応するため、農業経営の法人化の取組が推進されているところであり、今後、経済セン
サス-活動調査の対象となる農林業経営体もさらに増加していくことが予想される。

このような中、本調査が農林業経営体の構造把握に重点を置いた調査となっていることにかんがみ、経
済センサス-活動調査との重複も懸念されるため、報告者負担の軽減や調査の効率化等の観点から、経
済センサス-活動調査との役割分担について検討する必要がある。

【対応方向_検討したが変更予定なし】

調査票を分割した場合、調査員が個人経営体か団体経営体かを判定した上で該当する調査票を
配布する必要があり、これまで以上に調査員の事務負担が増加するほか、調査票の誤配布の発生
も懸念されることから調査票の分割は適切ではないと考える。

ただし、指摘を踏まえ、より調査客体の負担軽減を図る観点から、農業を林業と読み替えてい
た林業経営に関する項目の分割や内部労働力（個人経営体の世帯員と団体経営体の役員・構成
員）に関する項目の統合等の改善を検討する。

（３）経済センサス-活動調査との役割分担の検討

⇒ 調査員の負担軽減、調査票の誤配布回避等の観点から調査票の分割は行わない

- ５ -

【対応方向_検討したが変更予定なし】

農林業センサスでは、農林行政の推進や農林統計調査の母集団情報として必要な生産構造や就
業構造を経済センサスより詳細に把握しているが、一方で、経済センサスで把握している費用や
資本に関する事項は把握しておらず、役割分担は既にされていると認識している。

なお、農林業経営体のうち、経済センサスの対象となる団体経営体数は4.1％となっている。

⇒ 役割分担について整理済み



○ 第166回統計委員会（令和3年７月30日）における川崎産業統計部会長から提示された
「農業経営統計調査の審議を契機とする部会長メモ」

見直しに当たっては、

- ６ -

（略）

主副業別統計の現状３区分は、1995 年の農林業センサスから用いられているものとのことですが、
区分設定から既に四半世紀以上を経過しており、その間、農業経営体の構造にも変化が生じていると考
えられます。

このような状況を踏まえ、次回の農林業センサス（2025 年実施）の計画策定に向けて、この３区分
について、

① 「副業的経営体」など、区分の名称は適切か。

② 年齢（65 歳）を区分の指標として用いることが適切なのか。

③ ３区分を継続する場合も、現状とは異なるより適切な指標を用いることはできないか。

などの観点から再検討を行う必要があると考えます。

このメモで示した問題意識も踏まえつつ、担当部局において将来的な統計改善を検討されることを希
望します。

【対応方向】

⇒ 副業的経営体について、名称を変更した上で、農業所得が主の経営体数や農業専従者がいる

①統計の連続性を担保する観点から、既存の区分と比較可能な形とする
②65歳で区分することについては、生産年齢人口（15歳以上65歳未満）と整合をとる
（国勢調査をはじめとする他の人口統計やOECD統計等でも65歳を年齢区分としている）

必要がある。

経営体が分かる表章に見直す


